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第１章 地域情報化基本計画の策定について 
１．計画策定の方針 

 

１）計画策定の目的 

 

近年、インターネットや携帯電話に代表されるようにIT（情報技術）の革新とその普及

は著しく、産業・経済分野をはじめ、生活や教育、医療、福祉など、あらゆる分野で大き

な役割を果たし、社会全体の効率性を高め、また、国内はもとより世界との交流・連携を

広げる可能性を持ち、現在の社会基盤を構成する重要な要素となっています。 

行政分野においても例外ではなく、日置市においては、住民サービスの向上と行政事務の

効率化を図るため、平成１８年３月に策定した「日置市地域情報化基本計画」に基づき、

地域イントラネット基盤施設整備事業等に取り組み、窓口業務のオンライン化を進めてき

ました。 

今後、さらに多種多様化する住民のニーズに応えていくため、高度化するＩＣＴ（情報通

信技術）を積極的に導入した行政改革を推進し、地域の特性を活かしたまちの情報化を計

画的に実施していく必要があります。また、平成１８年４月に「第１次日置市総合計画」

が策定され、この計画に沿った情報化を推進していく必要もあります。 

このような背景から、先に策定した「日置市地域情報化基本計画」を見直し、ＩＣＴ時代

に対応できる情報通信基盤を整備するとともに、電子自治体の構築をはじめ、情報教育や

企業の情報化を進め、市民生活の利便性の向上や産業の振興を図り、どこに住んでいても

不便さを感じない都市基盤づくりを目的として、日置市の地域情報化を推進するための基

本的な考え方や実現すべき情報化施策をまとめた日置市地域情報化基本計画(平成２３年

改定版)を平成２３年４月に策定しました。 

平成２８年４月に「第２次日置市総合計画」が策定され、平成２３年改定版が平成２７年

度に終了することから、平成２８年度以降も第２次総合計画に沿って日置市の情報化を計

画的に推進していくために日置市地域情報化基本計画(平成２８年改定版)を策定しました。 

 

２）情報化計画の必要性 

 

市内全域の情報化を効率的に進めるためには、その過程を明確に示し、地域社会全体の

認識を確立することが必要です。 

国や県の情報化政策の取り組みと相まって、情報通信技術の活用や情報通信基盤の整備

などを計画的に推進し、地域住民の豊かなくらしと地域振興の実現を図るため地域の情報

化計画が重要です。 

 

  

地域イントラネット基盤整備事業：地域の教育、行政、福祉、医療、防災等の高度化を図るため、インターネットの技術で築く地域

の高速ＬＡＮ（地域イントラネット）の整備に取り組む地方公共団体等を国庫補助金により支援する制度。 

ＩＣＴ（Information and Communication Technology）：ＩＴに「コミュニケーション」を追加した、情報通信技術の総称。 
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３）計画の位置付け 

本計画は、国や県の取り組みと整合性を図りつつ、平成２８年４月に策定された『第2

次日置市総合計画』の基本理念を基に日置市の将来都市像の実現を目指すことを目的と

して策定します。 

図表１ 基本計画の位置付けの概念 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４）目標年度（スケジュール） 

 

本計画の期間は、平成2８年度から平成３２年度までの５年間とし、目的達成のため

現在の状況を基に計画を策定します。 

しかしながら、情報通信技術の進展は著しく、その動向や社会経済情勢、また、本市

の財政状況を見極めながら必要な施策を的確に選択し、実施する必要があり、計画期間

等適宜見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成２８年度 

(２０１６) 

平成２９年度 

(２０１７) 

平成３０年度 

(２０１８) 

平成３１年度 

(２０１９) 

平成３２年度

(２０２０) 

     

第2次日置市総合計画 

日置市地域情報化計画（平成2８年改定版） 

基本理念 

将来都市像 

こどもたちに希望、お年よりに幸せのあるまちをつくります 

働くことに夢があり、豊かなまちをつくります 

伝統文化を生かした教育のまちをつくります 

豊かな自然環境を大切にし、市民すべてが健康なまちをつくります 

きまりを守り、力を合わせて安心・安全なまちをつくります 

住んでよし、訪ねてよし ふれあいあふれるまち ひおき 

全市域ブロードバンド化 

マイナンバー対応 

セキュリティの強化 

行政事務の高度化 

クラウド化の検討 
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２．国や県の方針 

 

１）国の方針 

総務省では、平成２６年1月より「 ICT成長戦略推進会議」を開催し、平成２５年7月

に公表した『ICT成長戦略』の着実な推進を図るとともに、新たな戦略（ICT成長戦略II）

に関する検討が行われました。また、平成２５年12月より「 ICT国際競争力強化国際展

開に関する懇談会」を開催し、我が国の ICT国際競争力の強化及び国際展開に関する方

策等に関する検討を進め、最終報告書となる『 ICT国際競争力強化・国際展開イニシア

ティブ』がとりまとめられました。 

総務省では、『 ICT成長戦略II』を国内戦略、そして『ICT国際競争力強化・国際展開

イニシアティブ』を国際戦略と位置づけ、 両戦略から構成される『スマート・ジャパン

ICT戦略』を平成２６年６月に公表しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図表２（総務省 ICT成長戦略Ⅱより抜粋） 
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図表３（総務省 ICT成長戦略Ⅱより抜粋） 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４（総務省 ICT成長戦略Ⅱより抜粋） 



6 

 

さらに、平成２７年２月に開催された「地方創生ＩＴ利活用推進会議」において、地

域における安定した収入につながる高付加価値を生む産業が少ないことが若年世代の人

口流出の一因であるとし、地域産業の生産性向上やイノベーションの創出により、地域

の活性化を図っていく上で、 ICTが有効なツールとなるとしました。また、ICTの活用

により、地域のサービス水準の維持・向上や柔軟な就労環境の整備が可能となるととも

に、こうした課題解決に ICTを活用する過程で、イノベーションとそれに伴う新産業の

創出も期待されるとしています。 

このためには、有線・無線のブロードバンドの整備とその利活用の推進が不可欠であ

るとしていますが、ブロードバンドが未整備の地域や、ブロードバンドが整備されてい

るがその利活用が進まない地域が依然として多数存在しているとしており、距離や時間

等の制約を克服し、地域の創意工夫を生かしたイノベーションや新産業の創出を可能と

する ICTの一層の利活用を、医療・教育・雇用・行政・農業など幅広い分野で推進する

としています。 

また、遠隔教育等の教育における ICTの活用を推進し、さらに、地域においても、こ

のような ICTの恩恵を十分に享受することができるよう、 Wi-Fi、高速モバイル、ブロ

ードバンドなど地域の通信・放送環境の整備を推進することが必要とされています。 

 

２）マイナンバー（社会保障・税番号制度） 

国が推進するマイナンバーは、税金と社会保障の個人情報を一つにまとめ、個人の所

得や介護・医療等の社会保障の情報を一元管理することを目的としています。個人と企

業に番号が割りふられ、ICチップ付きカードが配られ、国税庁や自治体等がそれぞれの

機関ごとに個人番号やそれ以外の番号で管理している同一人の情報をマイナンバーを暗

号化した符号で紐付して相互に活用し、社会保障を受ける人に、より正確な給付ができ

るとしています。 

番号の利用範囲は、社会保障・税・災害対策分野に限られ、平成27年10月以降に番

号通知が行われ、平成28年1月より番号の利用が開始されます。 

 

図表５ マイナンバーロードマップ 
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３）電子自治体の取組みを加速するための１０の指針 

総務省はこれまで、電子自治体の取組みを推進するため、平成１５年８月に「電子自

治体推進指針」（平成１８年月一部改訂）や平成１９年3月に「新電子自治体推進指針」

を策定し、電子自治体の基盤整備と行政手続等のオンライン化等を推進してきました。 

「世界最先端IT国家創造宣言」の閣議決定や地方公共団体を取り巻く環境の変化等を

踏まえ、自治体クラウドの導入をはじめとした地方公共団体の電子自治体に係る取組み

を一層促進することを目的として、平成２６年３月に「電子自治体の取組みを加速する

ための１０の指針」を公表しました。 

【指針１】 番号制度の導入に併せた自治体クラウドの導入 

【指針２】 大規模な地方公共団体における既存システムのオープン化・クラウド化等

の徹底 

【指針３】 都道府県による域内市区町村の自治体クラウドの取組み加速 

【指針４】 地域の実情に応じた自治体クラウド実施体制の選択及び自治体クラウド導

入を見据えた人材育成・確保 

【指針５】 パッケージシステムの機能等と照合した業務フローの棚卸し・業務標準化

によるカスタマイズの抑制 

【指針６】  明確なＳＬＡの締結、中間標準レイアウトの活用等による最適な調達手法

の検討 

【指針７】 オープンデータの推進に向けて、地方公共団体が保有するデータに対する

ニーズの精査及び推進体制の整備 

【指針８】 ＩＣＴ利活用による更なる住民満足度向上の実現 

【指針９】 ＣＩＳＯ機能の明確化等、情報セキュリティに関する人材・体制の強化 

【指針10】 チェックリストを活用した強力なＰＤＣＡの構築 

 

さらに、同指針に関する地方公共団体における取組の状況についてフォローアップ検

討会を行い、その結果を踏まえて地方公共団体に対して情報提供・助言等の支援を実施

しています。 

  

ＳＬＡ（Service Level Agreement）：サービス品質合意書。 

中間標準レイアウト：自治体業務システム間におけるデータ移行時に必要となる移行レイアウト仕様を表形式で整理したもの。 

ＣＩＳＯ(Chief Information Security Officer)：最高情報セキュリティ責任者。 
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４）県の方針 

平成２０年3月に策定された「かごしま将来ビジョンー日本一のくらし先進県への道―」

の中で情報通信分野においてはユビキタスネット社会の構築を掲げ、将来のかごしまを次

のとおりイメージしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表６ かごしま将来ビジョンイメージ図（かごしま将来ビジョンより抜粋） 

 

 

県内すべての地域で高速の情報通信基盤が整備されるとともに、情報リテラシーの向

上により県民の誰もがユビキタスネット社会の快適性を享受し、ネットワーク上での交

流を通じた新たなコミュニティの形成や価値の創出などによって、いきいきとした生活

を実現しています。 

情報通信基盤の整備に伴い、情報関連産業のみならず各種産業の立地が進み、また、

SOHOや在宅勤務、U・Iターンが増加することによって活気あふれる地域が各地に誕生

しています。 

 

 

ユビキタスネット社会：いつでも、どこでも、何でも、誰でもネットワークにつながり、色々なサービスが受けられる社会。 

情報リテラシー：情報を使いこなす能力。 

SOHO（Small Office/Home Office）：コンピュータネットワークを活用して自宅や小さな事務所で事業を起こすこと。 
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第２章 地域情報化の現状 

 

１．情報通信環境の動向  

 

１）インターネットの利用状況 

平成2６年末のインターネット利用者数は、10,018万人となり、人口普及率は前年

と同じ82.8％となっています。 

 

図表７ インターネットの利用者数及び人口普及率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）総務省「平成2６年通信利用動向調査」 

 

端末別インターネット利用状況は、「自宅のパソコン」が53.5％と最も多く、次いで

「スマートフォン」（47.1％）、「自宅以外のパソコン」（21.8％）となっています。 

 

図表８ インターネット利用端末の種類（平成2６年末）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）総務省「平成2６年通信利用動向調査」  
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平成2６年末における個人の年齢階層別インターネット利用率は、１３歳～５９歳ま

では9割を超えているのに対し、 ８０歳以上は下落しているものの、６０代と７０代で

は、年々利用率が伸びてきています。 

 

図表９ 年齢階層別インターネット利用状況の推移  

 

（出典）総務省「平成26年通信利用動向調査」  

 

 

インターネットの利用目的は、「電子メールの送受信」が71.0％と最も多く、次いで、

「商品・サービスの購入・取引」（54.3％）、「天気予報の利用」（53.9％）となってい

ます。 

 

図表10 インターネット利用目的・用途（個人）  

 

（出典）総務省「平成26年通信利用動向調査」 
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２）インターネット接続回線の種類 

平成２６年末に自宅のパソコンやタブレット型端末等からのインターネット接続して

いる世帯のうち、「ブロードバンド回線」を利用している世帯の割合は 97.6％で、前

年の97.4％からほぼ横ばいとなっている。 

「光回線」を利用している世帯の割合は57.1％、「携帯電話回線」は52.0％となっ

ている。  

 

図表１１ ブロードバンド契約数の推移 

 

（出典）総務省「平成26年通信利用動向調査」 

 

 

 

FTTH（Fiber To The Home）：ブロードバンド回線の内、光回線を利用した家庭向けの通信サービス。 
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２．日置市の現状 
 

１）これまでの日置市地域情報化基本計画の推進状況 

平成２３年４月に策定した「日置市地域情報化基本計画（平成２３年改定版）」に基

づき平成２３年度から平成２７年度までの期間においては、その重要事項として『地上

デジタル放送への対応』、『企業情報化の支援』、『行政事務の高度化』、『情報教育

の推進』及び『情報通信基盤の整備』の５点を掲げて本市の情報化を推進してきました。 

地上デジタル放送への対応は完了し、デジタル放送による日置市の情報提供により平

成２５年５月１日より地元放送局のデータ放送を利用した日置市情報発信を開始し、日

置市の防災・イベント・観光・行政情報などを１０件発信することが可能になりました。 

企業情報化の支援では、総務省公共クラウド利用観光情報により、現在地方公共団体

がそれぞれ提供している観光情報等、地方公共団体保有の行政情報をオープンデータ化

し、民間事業者を含む様々な主体が共同で利用できる情報インフラである公共クラウド

を整備し、民間活力を支援することで、地域の元気を創造する取り組みを行っています。

日置市ではこの事業に参加し、平成２７年３月よりデータの公開を行っています。 

日置市の総合計画の実現や魅力あるまちづくりへの調査、研究を主体的に行うグルー

プとして平成１８年に設置されたまちづくり研究会により日置市のフェイスブックが立

ち上げられ、現在は市職員により運営されています。日置市フェイスブックは、取扱い

基準及び運用ポリシーを定め、市内の観光スポットやイベント情報、おすすめ情報など

をピックアップし、画像などを添付して、より分かりやすく、より親しみやすい投稿を

行っています。 

行政事務の高度化では、平成２３年度に住民情報システムなど高機能パッケージシス

テムをノンカスタマイズで導入し、業務の標準化を図り、法改正に伴う費用の縮減を推

進しました。 

情報教育の推進では、信州大学の教育実践センターが新たな学びの可能性を探ろうと、

本市の妙円寺小学校でタブレット型コンピューターを活用した公開授業が実施されまし

た。 

情報通信基盤の整備では、通信事業者により伊集院地区及び東市来地区のブロードバ

ンド基盤整備が完了しました。また、行政防災無線のシステムの更新を行うことにより、

これまで合併前の旧4町がそれぞれに整備した防災行政無線を1つに統合しました。防災

行政無線の通信網を自治会放送で活用しやすくするために、地域コミュニティ無線シス

テムを導入し、防災行政無線と地域コミュニティ無線を連動させることで市役所から家

庭までの情報伝達網を整備し、新たな防災行政無線システムを構築しました。この更新

整備にあわせて、家庭に設置されている戸別受信機を更新することにより①自治会放送

ができる、②市役所からの放送や自治会放送がそれぞれ5件まで録音され、いつでも再

生できる、③ＦＭ放送の受信機能がある、④時計表示機能がある、などの機能が提供さ

れます。新しい戸別受信機は平成28年度までかけて設置します。 

 

３．日置市を取り巻く状況 
 

１）少子高齢化・人口減少社会の到来 

我が国は、本格的な人口減少、超高齢化社会の到来を迎えており、日置市における少

子高齢化は全国と比較すると進行しています。こうした人口構造の変化は、さまざまな

分野で新しいサービス、需要の増加と多様化をもたらすと同時に、社会保障分野では、

行政と市民に新たな負担を求めるなど、社会経済や市民生活に大きな影響をもたらすこ

とから、若い世代が安心して子どもを産み育てられる環境づくりや若者が定住できる魅

力あるまちづくり、さらには高齢者の社会参加や余暇活動、就業機会の拡大など、すべ

ての人が安心して暮らせる福祉の充実、生活環境の整備がこれまで以上に必要になりま

す。 

 

タブレット型コンピューター：タッチパネル式などの表示／入力部を持った携帯可能なパーソナルコンピュータ 
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２）価値観や生活様式の多様化 

市民の意識や価値観はこれまでの経済的な豊かさを求めることから、心の豊かさを重

視する方向へ変化してきており、社会・経済の制度や仕組みも画一的、横並び志向から、

自主性や自立性を高める方向に見直しが進められ、互いの価値観を理解し、尊重して共

存していくことが必要です。 

 

３）高度情報化社会の到来 

情報処理技術や情報通信技術の飛躍的な発展により、インターネットの普及やブロー

ドバンド化など、情報化社会が急速に進展し、高度情報化社会の到来が、個人の生活や

企業活動、都市機能、行政サービスなど、あらゆる分野に大きな影響を及ぼしており、

情報通信基盤の整備や高度情報化への対応を進めるとともに、情報の電子化による事務

事業の効率化や市民と双方向の情報交換など、情報通信技術を積極的に生かした取り組

みが必要です。 

 

４）深刻化する地球環境問題 

エネルギー消費量増加に伴う地球温暖化やオゾン層の破壊、資源の枯渇といった地球

規模での環境問題が深刻化しており、自然エネルギーの活用や環境に配慮したライフス

タイルへの転換は、行政や市民、企業などがそれぞれ身近な問題として取り組み、環境

への負荷の少ないまちづくりが必要です。 

 

５）地方分権の進展 

国と地方の役割を明確にし、国と地方が対等の立場で分権型社会を構築することが進

められる中、今後一層の地域の自主性が求められてきます。地域のことは、地域住民と

自治体がその地域の特性を踏まえ、必要な施策を主体的に決定し、実行するという、真

の地方自治を確立するため、政策形成能力や説明責任、行財政基盤の充実が必要です。 

 

６）市民参画と共生・協働によるまちづくりの推進 

少子高齢化や高度情報化、経済のグローバル化など社会経済情勢が大きく変化してい

く中、住民ニーズも複雑多様化し、行政サービスだけでは十分に対応できない状況であ

る反面、市民のまちづくりへの参画意識は高まりを見せています。市民やＮＰＯ、ボラ

ンティア及び企業等の新しい公共と市が公共的活動や社会活動を共有し、それぞれの役

割を果たす「協働する社会」の構築が求められ、地域が主体性を持ち、その能力や役割

を十分発揮できるよう地域活動への積極的な支援を行い、行政や市民が協働してまちづ

くりを進めていくことが必要です。 

 

 

７）国際化の時代 

国際化の進展に伴い、市民の国際感覚や意識を高め、外国の人や外国との相互理解を

深めることが求められ、グローバルな視野を持った人材を育成しながら意識啓発に取り

組み、在住外国人との交流などを通して、市民一人ひとりが異なる文化や価値観への理

解を深めることが必要です。 
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図表１２ 全国の県別ブロードバンド普及状況（平成２7年7月総務省九州総合通信局報道資

料より抜粋） 

 
※世帯普及率は、LTEを含む。 

※世帯普及率は、契約数を「住民基本台帳に基づく世帯数（平成26年1月1日現在）」で除したもの。  
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４．市民アンケートの結果 
 

１）アンケートの実施概要 

情報化計画策定に当たり、市民におけるインターネット利用機器、本市のホームペー

ジの利用状況、インターネットの利用状況、インターネットの利用で不安点、情報セキ

ュリティ対策の実施状況及び本市の期待される情報化施策の要望等を把握することを目

的に「市民アンケート」を実施しました。 

なお、アンケート結果の詳細については「日置市公式ホームページ」を参照ください。 

 

① 調査方法 

  アンケート用紙の郵送及び電子申請による調査 

 

② 調査時期 

  平成25年12月 

 

③ 調査対象者 

  日置市内在住の市民2,000人（20代以上の方々を無作為抽出法によって選出） 

 

④ 調査目的 

情報化の現状を把握し、アンケート結果をもとに、ニーズに合わせた情報化戦略

を展開するため。 

 

２）回答者の状況 

回答者の状況は、以下の通りです。 

 

① 年齢層 

 

年齢 人数 

20代 35人 

30代 68人 

40代 70人 

50代 139人 

60～64歳 97人 

65～69歳 87人 

70代 123人 

80代 52人 

無回答 19人 

 

 

 

② 性別 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

性別 人数 

男性 269人 

女性 399人 

無回答 23人 
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③ 居住地域 

 

地域 人数 

伊集院 341人 

東市来 149人 

日吉 62人 

吹上 117人 

無回答 21人 

 

 

 

 

 

④ 職業 

 

 

 

 

 

 

３）回答の概要 

 

【問１】次の機器を持っていますか。（複数回答可） 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所持している機器の割合を示す。一番高い割合となった回答は、「固定電話」

で67.83％であった。次いで、「携帯電話・PHS」が64.35%、「パソコン」

が47.83％、「FAX」が33.19％、「スマートフォン」が22.03％であった。 

 

 

職業 人数 

自営業・自由業 68人 

会社員 130人 

公務員 22人 

団体職員 13人 

パート・アルバイト 89人 

主婦・主夫 143人 

学生 7人 

無職 200人 

無回答 22人 
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所持している機器の割合を年代別に示す。一番高い割合となった回答は、

「40代」の「固定電話」が82.86％であった。次いで、「50代」の「携帯電

話・ＰＨＳ」が81.29％、「20代」の「スマートフォン」が80.00％、「65

～69歳」の「固定電話」が79.31％、「60～64歳」の「固定電話」が

77.32％であった。 
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【問2】日置市のホームページを見たことがありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市のホームページの閲覧頻度は、「週に数回見る」3.25%、「月に数回見る」

11.65%と「年に数回見る」の28.25%を合わせて43.15%を占めていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページの見易さは、「見やすい」、「やや見やすい」と答えた人の合

計が24.08%に対し、「やや見にくい」、「見にくい」と答えた人の合計が

10.00%であった。 
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【 問５ 】 インターネット（メールも含む）を利用されますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネットの利用状況と年代別の割合を示す。インターネットの利用の

有無について、一番高い割合となった回答は、「ネット利用する」で44.93％

であった。次いで、「ネット利用しない」が33.91％、「無回答」が21.16％

であった。 

 年代別の割合で一番高い割合となった回答は、20代は「ネット利用する」が

80.00％、30代は「ネット利用する」が88.24％、40代は「ネット利用する」

が75.71％、50代は「ネット利用する」が58.27％、60～64歳は「ネット利

用する」が43.30％、65～69歳は「ネット利用しない」が47.13％、70代は

「ネット利用しない」が52.85％、80代は「ネット利用しない」が55.77％、

年齢無回答者は「無回答」が52.63％であった。 
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【 問５-２ 】 利用している場合、その端末を教えてください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 インターネットを利用する場合の端末の割合を示す。一番高い割合となった

回答は、「自宅のパソコン」が71.61％であった。次いで、「スマートフォン」

が41.94％、「携帯電話」が41.61％、「自宅以外のパソコン」が16.77％、

「タブレット端末」が8.06％、「その他インターネットに接続できるテレビ」

が2.90％、「家庭用ゲーム機」が2.26％であった。 

 

 

【問８】 インターネットの利用で不安に感じることがありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネット利用時に不安を感じることが「ある」が44%に対し、「ない」がわず

か6%と、不安を感じる人の方が圧倒的に多いことが分かった。 
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不安の内容は、「個人情報の保護に不安がある」が35.51%と最も高く、次

いで「ウイルスの感染が心配である」が33.48%と高い。また、「どこまでセ

キュリティ対策を行えばよいか不明」も21.88%とやや高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、アンケートに回答した市民のうち、15%が何らかの被害を体験してい

る。 
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【 問15 】 日置市で期待される情報化施策を教えてください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日置市で期待される情報化施策の割合を示す。一番高い割合となった回答は、

「防災情報提供など安全・安心なまちづくり」で45.22％であった。次いで、

「保健、医療、福祉情報の共有」が37.54％、「高齢者見守りなど福祉サービス

の充実」が34.78％、「子育て支援サービスの向上」が23.19％、「携帯電話サ

ービスエリアやブロードバンド環境の整備」が18.84％、「各種証明書発行や届

出など生活・行政サービスの向上」が18.41％であった。 
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１ 携帯電話サービスエリアや

ブロードバンド環境の整備 

２ 防災情報提供など安全・安

心なまちづくり 

３ 新規事業、新ビジネスの創

出 

４ 農林水産業への活用 

５ 保健、医療、福祉情報の共

有 

６ 高齢者見守りなど福祉サー

ビスの充実 

７ 子育て支援サービスの向上 

８ 学校における情報通信技術

の活用 
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９ 情報化リーダーの育成 

10 市民と双方向で情報交換で

きるＳＮＳの活用 

11 情報弱者が学習できる機会

の充実 

12 各種証明書発行や届出など

生活・行政サービスの向上 

13 住基（個人番号）カードを

利用したサービスの充実 

14 選挙の電子投票 

15 公共施設予約など電子自治

体の構築 

16  そ の 他

（        ） 
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日置市で期待される情報化施策の割合を年代別に示す。一番高い割合となっ

た回答は、「30代」の「子育て支援サービスの向上」で60.29％であった。次

いで、「65～69歳」の「防災情報提供など安全・安心なまちづくり」が

55.17％、「60～64歳」の「防災情報提供など安全・安心なまちづくり」が

51.55％、「20代」の「子育て支援サービスの向上」が51.43％、「50代」

の「防災情報提供など安全・安心なまちづくり」が50.36％であった。 

また、その他で挙げられた情報化施策は、①コンビに等における各種証明書

の発行、②市議会・委員会等の音声や動画での公開、③光回線の導入、④情報

化施策は受動的であり率先して整備すべきでない、などであった。 

 

 

 

【 問16 】 インターネット接続通信回線の種別を教えてください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 インターネット接続通信回線の種別の割合を示す。一番高い割合となった回

答は、「光」で27.97％であった。次いで、「携帯電話」が19.42％、「ＡＤ

ＳＬ」が8.26％、「Ｗｉｆｉルーター」が6.23％、「アナログ電話」が

3.48％、「その他」が2.32％、「ＩＳＤＮ」が1.16％であった。 

 また、その他で挙げられた通信回線は、①通信回線を利用していない、など

であった。 

 

 



26 

 

第３章 地域情報化計画 

 

１．基本理念 
 

日置市では、『第１次日置市総合計画』を踏まえ、『第２次日置市総合計画』に掲げ

られた『地域全体での情報通信の利便性向上』を推進し、ＩCＴ時代に対応できる情報

通信基盤を整備するとともに、電子自治体の構築をはじめ、情報教育や企業の情報化支

援などを進め、市民生活の利便性の向上や産業振興を図ります。 

 

地域情報化の概念図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．推進方向 
 

１）電子自治体の構築 

   行政において、各種情報システムの基盤を統一するとともに、公共施設間の情報通信

ネットワーク整備を進め、電子自治体の基礎を築きます。 

また、各種地図情報、各種手続き等の電子化などにより、行政事務の迅速化や庁内で

の情報の共有等を図るとともに、郵便局など公共性の高い機関等との通信ネットワーク

を拡充し、行政情報の迅速な提供と住民生活の利便性の向上を図ります。 

   さらに、市民と双方向で情報交換ができるシステムを構築し、市民のまちづくりに対

する意見聴取や各種相談の機会の拡充を図ります。 

 

 

 

 

 

日置市の住民、地域産

業、ＮＰＯ、ボランティ

ア 

地域全体での情報通信の利便性向上 

教育 

（教育の高度化/人材育成） 

インフラ整備 

（高速ネットワーク網の整備） 

日置市役所 

（地域情報化を総合的に展開） 

 

 

 
 

地域産業 

（産業創出/雇用促進） 

福祉機関 

（地域医療/福祉の充実） 
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２）地域情報化 

   携帯電話の不通話地域及びブロードバンド未普及地域の解消を促進し、市内一円にお

ける情報通信環境格差を是正します。 

また、市民だれもが情報化社会の利便性を享受できるように、学校教育や生涯学習に

おける情報教育を推進します。併せて、ネットワーク上での経済取引や創造性豊かな産

業活動を促進するため、情報通信技術の導入に関する啓発・普及・研修等や融資制度等

の情報提供など、企業の情報化を促進します。 

 

３．情報化の推進ステップ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ステップ 

 

 

各種情報システムの基

盤の統一 

各公共施設間の情報通

信ネットワークの整備 

 

 

 

双方向情報通信シス

テムの導入 

 

ブロードバンドに対応できる情報通信基盤の整備 

携帯電話不通話地域の解消 

情報教育の推進／企業の情報化支援 

 

電
子
自
治
体
の
構
築 

地
域
情
報
化 

第２ステップ 第３ステップ 第１ステップ 

各種地図情報の電子化 

各種手続き等の電子化 

公共性の高い機関等と

の通信ネットワーク拡

充 
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４．情報化の推進方針 
 

この計画の実現に向けて、以下の点を重要事項として計画の推進を図ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

セキュリティの強化 

インターネット利用の不安に対して、多くの市民が「ウィルス感染への不安」や

「個人情報保護に不安がある」と懸念しています。市が保有する情報は、非常に重要

性が高いため、適切な情報セキュリティ対策を推進します。 

行政事務の高度化 

本市の基幹系システムをクラウド化することにより、強固なIDC利用による災害

等に強いシステムの構築ができます。災害時に電算システムの稼働が継続できてい

ることで、サービスの継続ができ、市民の生命や財産を守るシステム化が可能にな

ります。また、庁内システム投資の圧縮、ベンダのシステム保守が容易となるため

に保守費削減等が可能になり、運用コストの適正化を図ることができます。あわせ

て、セキュリティの専門家が構築したデータセンターのセキュリティ環境の利用に

より、高度なセキュリティレベルの下で電算システムの運用が可能になります。 

市のホームページを有効活用することにより行政情報の積極的な公開、即時性の

ある情報提供の推進が必要です。 

証明のコンビニ交付の導入による市民の利便性の向上やタブレット端末の利用に

よる議会運営の効率化などが可能になります。 

基幹系システムのクラウド化やホームページの有効活用、市民の利便性向上や行

政事務の効率化などの行政事務の高度化を推進します。 

市域全体のブロードバンドへの対応 

 市民のインターネットの利用率は約 45％に達しています。ブロードバンド環境は整

いつつありますが、ＩＳＤＮやアナログ電話によるインターネットへの接続が残って

おり、市域全体でブロードバンドによるインターネットを活用したサービスが受けら

れる環境の構築を推進します。 

マイナンバー制度への対応 

 マイナンバー制度は、国民年金や福祉等の社会保障分野、確定申告等税分野、防災

分野等の市町村が取り扱う多くの業務に影響し、それに伴い、電算システムの大幅な

改修が行われます。 

 法律に基づき関連する各システムへの対応と市民及び法人に付番される番号の利活

用に向けた導入作業を進めます。マイナンバー制度の開始後は、マイナンバーを利用

した行政手続きの簡素化・迅速化、住民サービスの利便性の向上を推進します。 



29 

 

５．推進体制について 
 

本計画の推進には、庁内各課、関係機関との調整はもとより、住民や地域企業などの

意見・提言を反映しながら実施する必要があります。また、ＰＤＣＡサイクルの実現に

より品質の維持向上や継続的な計画の改善に努めます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＤＣＡサイクルの考え方 
計画(Plan) 

改善計画の作成 

実行(Do) 

計画の実行 

評価(Check) 

計画達成度合を評価 

各種要因の分析 

改善(Act) 

改善項目の処置 

新規計画の立案 

市長 

・電子計算機の活用に関する調査、検討 

・システム開発の企画検討 など 

・ポリシーの策定、評価、見直し 

・セキュリティの維持管理 など 

市
民
・
地
域
企
業
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
か
ら
の
意
見
提
言 

 本部が事務を調査するために設置する専門部会であり、専門部会に

必要な事項については、本部が定めることとなっている。ここでは情

報システムに関する専門部会を設置するものとする。 

日置市行政改革推進本部 

専門部会（情報システムに関す

る） 

本部長（市長） 副本部長（副市長） 

本部員（教育長） 本部員（総務企画部長） 

本部員（市民福祉部長） 

 

本部員（産業建設部長） 

 

本部員（教育委員会事務局

長） 

 

本部員（議会事務局長） 

 

本部員（消防長） 

 

本部員（各支所長） 

 

本部員（総務課長） 

 

情報システム管理者 

（企画課長） 

最高情報統括責任者(CIO)及び 

最高情報セキュリティ責任者(CISO)（副市長） 

 

統括情報セキュリティ責任者及び CSIRT 責任者（総務企画部

長） 

情報セキュリティ管理者 

（各課局室長） 

日置市情報セキュリティ委員会 

本部員（財政管財課長） 

 

情報セキュリティ責任者 

（内部部局の長） 
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第４章 地域情報化の具体的な将来像 
 

１．概要 
 

地域情報化を具体的に推進するために、第２次日置市総合計画に計画された内容を基

本とし、「社会基盤」、「生活環境」、「産業経済」、「保健医療福祉」、「教育文

化」、「住民自治」、「行財政」の分野の情報化と高度化を実現することを目指します。 

 

日置市情報化計画施策イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の柱として、７つの分野を重点分野として、計画の推進を目指します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高速・大容量ネットワーク網（光ファイバー網） 

 
超高速ネットワーク網 

産業の活性化 

社会基盤 

・消防・防災体制の充実 

・災害情報の提供と迅速な対応 

防災の情報化 

・ＩＣＴ教育の充実 

・ＩＣＴ機器の活用と教職員の指導力強化 

・公共施設の電子予約サービスの開設 

・ホームページの活用 

・基幹システムのクラウド化 

・コンビニ交付の導入 

・タブレット端末の導入 

・マイナンバー対応 

・広域連携 

・セキュリティの確保 

・本庁支所間のテレビ電話の開設 

・マイナポータルによるプッシュ型サービス 

教育の情報化 

情報通信網の整備 

保健医療福祉の情報化 

・情報の共有化 

・福祉サービス 

・子育て支援 

・市域全体のブロードバンド環境の整備 

社会基盤

分野 

生活環境

分野 

産業経済

分野 

保健医療福

祉分野 

教育文化

分野 

行財政分野 

教育文化 

産業経済 

保健医療福祉 

生活環境 行財政 

行政の高度化 

・企業情報化の支援 

・地域情報の発信 

・民間力の活用 

・公衆無線ＬＡＮの整備 

・テレワーク環境の整備 

・農業のＩＴ利活用 

住民自治 

・情報リーダーの育成 

・市民参画（市民との双方向通信） 

・情報弱者への配慮 

人材育成 

住 民 自 治

分野 
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ブロードバンド環境の実現 

公衆無線ＬＡＮの整備 

 

地域コミュニティサイト 

２．地域情報化の全体イメージ 
 

ＩＣＴ時代に対応できる情報通信基盤を整備するとともに、電子自治体の構築をはじめ、

情報教育や企業の情報化を進め、市民生活の利便性の向上や産業の振興を図り、どこに住

んでいても不便さを感じない都市基盤づくりを目指します。 
 

 

地域情報化のイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネット 

 

市役所（本庁・支

所） 

学校・保育園・幼稚

園 

公共施設 

主要機関（コンビニ

等） 

携帯電話の超高速通信 

各種情報の取得 

各種サービスの利用 など 

マイナンバー 

電子自治体 

ホームページの充実 

公共サービスの充実 

安全・安心情報の充実 

各種企業支援 

人材教育 など 

ＩＣＴ教育の充実 

各種機関との連携 

安心・安全・見守り 

など 

各種証明書の発行 など 

観光情報の充実 

特産物や工芸情報の充実 

マリン情報の充実 

情報発信 など 

健康情報の充実 

福祉情報の充実 

高齢者情報の充実 

医療情報の充実 

子育支援の充実 

各種機関との連携 など 

ブロードバンド環境の提供 

各種情報の取得 

各種サービスの利用 

情報発信 など 

ブロードバンド環境の提供 

各種情報の取得 

各種サービスの利用 

マイポータルの利用 

テレワーク など 

保健・医療・福祉機関 

企業・商店など 

家庭 

防災・防犯 

防災情報の充実 

救急情報の充実 

防犯情報の充実 

地域コミュニティの形成 

など 

モバイル端末 

主要機関（地区公民

館・郵便局） 

ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ 

各種証明書の発行 

税の申告 など 

各種証明書の発行 

税金等の納付 など 

ＬＧＷＡＮ 

国・県 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13q58lpvl/EXP=1292306017;_ylt=A3JuMHvhtAVNQksAcU2U3uV7;_ylu=X3oDMTBiNzloa3JsBHZ0aWQDanBjMDAx/*-http:/image-search.yahoo.co.jp/detail?p=%E5%9C%B0%E7%90%83%E3%81%AE%E7%B5%B5&rkf=1&ib=9&ktot=7&dtot=0
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３．分野別の期待される情報化施策の事例について 
 

 ＩＣＴ時代に対応できる情報基盤を整備、利活用することで、期待される情報化施策の

事例を紹介します。これらの事例については、必ずしも日置市で実現できる施策ではあり

ません。 

 

１）情報通信網の整備について 

① 市域全体のブロードバンド環境の整備 

高度情報化社会の到来が、個人の生活や企業活動、都市機能、行政サービスなど、

あらゆる分野に大きな影響を及ぼしていることから、市民が情報通信技術を積極的に

生かせるよう市域全体のブロードバンド環境の整備を推進し、情報格差を解消 

 

２）防災の情報化について 

① 消防・防災体制の充実（総合計画） 

市民や事業者との共働による地域の消防・防災体制の充実 

 

② 災害情報の提供と迅速な対応（総合計画） 

災害等における地域住民全体に対する的確な情報の提供、関係機関との連携し、迅

速な対応 

 

３）産業の活性化について 

① 企業情報化の支援 

情報通信ネットワークの整備や小規模事業者などへの支援体制を充実することで、 

企業の情報化の推進 

    

② 観光情報の発信（総合計画） 

地域資源の価値を見直し、必要な整備を行い、複数の資源を連携させることで、魅 

力的な観光・交流メニューやルートづくり 

 

③ 民間力の活用 

ソフトウェア関連事業者等の起業や進出による新たな雇用の創出 

 

④ 公衆無線LANの整備 

携帯電話やタブレット端末等でインターネット回線を使ったサービスの普及が進ん

でいることから、美山地域などの観光地や公共施設などを観光や防災の拠点とするフ

リースポットとして使用可能なエリアとする 

 

⑤ テレワーク環境の整備について 

少子高齢化対策として、退職した高齢者や育児・介護期の社員などを人材として活

用可能にする在宅勤務、オフィスコスト削減とともに社員のワークライフバランスを

実現するサテライトオフィスなどにより、有能・多様な人材の確保による生産性の向

上、地域活性化の推進、環境負荷の軽減、コスト削減、非常・災害時の業務継続性な

どの観点からテレワークが実現できる環境の整備 

 

⑥ 農業のＩＴ利活用 

農業におけるＩＴの利活用を促進することで、農地情報の整備、生産方式の改善に

よる生産性の向上、ノウハウのデータ化や伝承などによる新規参入の促進など、農業

情報の創生や流通を促進 
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４）保健医療福祉の情報化について 

① 情報の共有化 

保健・医療・福祉関連情報ポータルや介護業者連携ポータルを構築し、健康や福祉

に関する情報共有を行うことによる住民サービスの向上 

 

② 福祉サービス 

福祉情報提供・高齢者安心ネットワークや住民に優しく親切な福祉情報システムの

構築により、住民の福祉に対する安心度や高齢者福祉サービスの向上 

 

③ 子育て支援 

子育て・育児に関する情報の入手、相談、各種手続き等が、インターネットや携帯

電話から行える仕組みの構築による子育て支援サービスの向上 

 

５）教育の情報化について 

① ＩＣＴ教育の充実（総合計画） 

ＩＣＴを活用することにより、思考力・判断力・表現力などを育てる授業づくりに

取り組む 

 

② ＩＣＴ機器の活用と教職員の指導力強化（総合計画） 

ＩＣＴ機器を積極的に活用することで、英語教育を始め、教職員の指導力強化を図 

る 

 

③ 公共施設の電子予約サービスの開設（職員提案） 

公共施設の空き情報の照会や利用申込等がインターネットからも出来るよう公共施

設の電子予約サービスの開設 

 

 

６）人材育成について 

① 情報化リーダーの育成 

地域において、自発的かつ継続的なＩＣＴ活用が進められるよう情報化リーダーの 

育成 

 

② 市民参画（市民との双方向通信） 

市民が市政に参画しやすい環境をつくるために、「市民と双方向で情報交換できる 

システム」の構築による情報提供や迅速な情報公開の実施 

 

③ 情報弱者への配慮 

急速に進展する高度情報化社会の利便性を享受するため、情報弱者、特に高齢者が 

気軽に学習できる機会の充実 

 

７）行政の高度化について 

① ホームページの活用（総合計画） 

ホームページを有効活用することで、市民と市政に関する情報の共有化を図り、市

民の参画意欲を高め、行政情報の積極的な公開、即時性のある情報提供を推進すると

ともに市税申告相談などの広報・啓発を行う 

 

② 基幹システムのクラウド化 

基幹システムをクラウド化することにより、運用コストの適正化、高度なセキュリ

ティの確保及び災害時の業務継続性を確保 
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③ コンビニ交付の導入 

コンビニ交付を導入することで、市外や時間外でも証明の交付が受けられるなど、 

証明の交付が受けやすい環境の整備により、市民の利便性の向上 

 

④ タブレット端末の導入（職員提案） 

会議等の資料の電子化を図り、職員用のデスクトップパソコンをタブレットパソコ 

ンに段階的に変更を行うことで、タブレットの拡充促進や投資額（購入台数）の軽減 

を図るとともに、いつでもどこでも仕事ができる体制（テレワーク）の可能性、災害 

対応、ＧＰＳ機能及び防水・防塵等について検討 

 

⑤ マイナンバー対応 

マイナンバーにより、手続きの簡素化・迅速化を図り、窓口サービスの充実、相談 

窓口の充実、利便性の向上などを図る 

    

⑥ 広域連携（総合計画） 

一つの自治体だけでは解決が困難な行政課題や周辺自治体と連携することで、より 

効果的な取り組みが期待できる事業分野について、周辺自治体との連携・協議を深め、 

広域連携を推進 

 

⑦ セキュリティの確保 

インターネットの普及や電子商取引の浸透に伴い、市民生活・社会経済活動の基盤

となる情報システムの障害や大量の個人情報の漏えい等が社会問題化するなど、情報

セキュリティ対策の強化がＩＣＴの重要な課題となっていることから、本市が取り扱

う個人情報や行政情報を情報セキュリティポリシーに基づき保護するとともに、情報

セキュリティを侵害する事件や事故等の発生を防ぎ、市民の財産、プライバシー等を

守るための情報セキュリティ対策の強化 

 

   ⑧ 市民協働レポートシステム（仮称）導入に向けた調査・検討 

     市民から様々な情報を、スマートフォン等の端末を用いて市に報告してもらう「市

民協働レポートシステム（仮称）」導入に向けた調査・検討 

 

⑨ マイナポータルによるプッシュ型サービス 

マイナポータル（電⼦私書箱機能、ワンストップ機能、電⼦決済機能、認証機能及

び多彩な端末等から利⽤できるアクセスチャネル機能など）により、市民が利用でき

る手当てや諸制度を積極的に案内するお知らせ（プッシュ）型の行政サービスの展開 

 

 


